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令和元年第４回区議会定例会提出議案 

 

第１ 条例 

１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容   

下記(3)の法律により地方公務員法が改正され、地方公務員の欠格条項から成年被後見人

及び被保佐人の規定が削除されたこと等に伴う規定の整備を行うため、次の４条例を一括し

て改正する。 

  ア 職員の給与に関する条例 

  イ 職員の退職手当に関する条例 

  ウ 職員の旅費に関する条例 

  エ 幼稚園教育職員の給与に関する条例 

(2) 施行期日 

   令和元年１２月１４日（(1)イの一部は、令和２年４月１日） 

(3) 参考 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和元年法律第３７号） 

      公布 令和元年６月１４日  施行 令和元年１２月１４日 

 

２ 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 

(1) 改正内容 

   目黒区心身障害者センターにおいて、新たに医療的ケア児及び重症心身障害児のための障

害児通所支援を実施するに当たり、設置施設の変更、利用対象者、使用料等に係る必要な規

定の整備を行う。 

(2) 施行期日 

   令和２年７月１日 

 

３ 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 改正内容 

   災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、区長の付属機関として、目黒区

災害弔慰金等支給審査委員会を置く。 

 (2) 施行期日 

   公布の日 

(3)  参考 

   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第２７号） 

   公布 令和元年６月７日  施行 令和元年８月１日 
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４ 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容 

     借上げの期間が満了することに伴い、区民住宅を廃止する。 

廃止する施設の名称 位 置 種 別 

目黒区立柿の木坂森戸マンション 
東京都目黒区柿の木坂 

一丁目３２番１５号 
一般用住宅 借上げ 

 (2) 施行期日 

   令和２年１月１日 

 

５ 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容 

次の保育所を廃止する。 

名 称 位 置 

目黒区立東山保育園 東京都目黒区東山二丁目１０番１７号 

目黒区立中目黒駅前保育園 東京都目黒区上目黒一丁目２６番１号 

目黒区立目黒保育園 東京都目黒区目黒一丁目７番１６号 

(2) 施行期日 

  ア 規則で定める日（目黒区立東山保育園の廃止） 

  イ 令和２年４月１日（目黒区立中目黒駅前保育園及び目黒区立目黒保育園の廃止） 

 

６ 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 

(1)  改正内容 

   目黒区特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、区長等の給料等の額を改定する。 

  ア 目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正（第１条） 

   (ｱ) 期末手当の増額      （単位：月） 

 現行 改正後 

３月 ０．２５ ０．２５ 

６月 １．６０ １．６５ 

１２月 １．６０ １．７０ 

計 ３．４５ ３．６０ 

(ｲ) 給料の額の減額 

職名 現行 改正後 

区長 １，０６１，０００円 １，０５５，０００円 

副区長 ８４９，０００円 ８４４，０００円 
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イ 目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第２条） 

(ｱ) 期末手当の増額      （単位：月） 

 現行 改正後 

３月 ０．２５ ０．２５ 

６月 １．５５ １．６５ 

１２月 １．６０ １．６５ 

計 ３．４０ ３．５５ 

(ｲ) 議員報酬の額の減額 

職名 現行 改正後 

議長 ９０７，０００円 ９０２，０００円 

副議長 ７９４，０００円 ７８９，０００円 

委員長 ６５９，０００円 ６５５，０００円 

副委員長 ６２９，０００円 ６２５，０００円 

議員 ５９９，０００円 ５９６，０００円 

ウ 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正

（第３条） 

・給料の額の減額 

職名 現行 改正後 

教育長 ７４３，０００円 ７３８，０００円 

エ 目黒区監査委員の給与等に関する条例の一部改正（第４条） 

 ・給料等の額の減額 

区分 現行 改正後 

識見を有 

する者 

常勤 
代表監査委員 ６３２，０００円 ６２８，０００円 

その他の監査委員 ６１２，０００円 ６０８，０００円 

非常勤 
代表監査委員 ３３３，０００円 ３３１，０００円 

その他の監査委員 ３１３，０００円 ３１１，０００円 

議員選出の監査委員 １９５，０００円 １９３，０００円 

オ 目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（第５条） 

  ・報酬の額の減額 

職名 現行 改正後 

教育委員会委員 ２２７，０００円 ２２６，０００円 

選挙管理委員会委員 ２２７，０００円 ２２６，０００円 
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(2)  施行期日 

   令和２年１月１日 

 

７ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

８ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

(1)  改正内容 

   ア 給料表の改定 

      公民較差（△２，２３５円、△０．５８％）を是正するため、改定する。 

  イ 勤勉手当の増額 

(ｱ) 令和元年１２月支給分 

・一般職員                         （単位：月） 

 
１２月 

増額 
現行 改正後 

一般 ０．９５ １．１０ ０．１５ 

管理職 １．１５ １．３０ ０．１５ 

・再任用職員                       （単位：月） 

 
１２月 

増額 
現行 改正後 

一般 ０．４５ ０．５５ ０．１０ 

管理職 ０．５５ ０．６５ ０．１０ 

 

(ｲ) 令和２年度以降 

・一般職員                        （単位：月） 

 
６月 １２月 

増額 
現行 改正後 現行 改正後 

一般 ０．９５ １．０２５ ０．９５ １．０２５ ０．１５ 

管理職 １．１５ １．２２５ １．１５ １．２２５ ０．１５ 

・再任用職員                                               （単位：月） 

 
６月 １２月 

増額 
現行 改正後 現行 改正後 

一般 ０．４５ ０．５０ ０．４５ ０．５０ ０．１０ 

管理職 ０．５５ ０．６０ ０．５５ ０．６０ ０．１０ 

   ウ 職員の退職手当に関する条例の一部改正 

      令和２年１月１日から同年３月３１日までの間に定年等により退職する者の退職手当
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の基本額に係る経過措置を定める。 

(2)  施行期日 

  ア 上記(1)ア 令和２年１月１日 

イ 上記(1)イ(ｱ)及びウ 公布の日（イ(ｱ)は、令和元年１２月１日から適用） 

ウ 上記(1)イ(ｲ) 令和２年４月１日 

 

第２ 指定管理者の指定 

１ 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について 

(1) 施設の名称 

   目黒区立田道在宅ケア多機能センター 

(2) 指定する団体 

   特定非営利活動法人ほっとステーション 

 (3) 指定の期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

担当 総務部総務課文書係 

電話 0 3 - 5 7 2 2 - 9 2 0 6 


